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米
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画

第
一
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米
騒
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米
廉
売
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二

九

　「
米
騒
動
と

横
浜
」
等
県
知
事
有
吉
忠
一

の

県
政
回
想

○
頻
繁
な
り
し
対
外
交
渉

神
奈
川
県
へ

赴
任
し
た
時
は
、

恰
度
欧
州
大
戦
の

初
期
に

当
り
、

日
本
が
日

英
同
盟
の

誼
に

よ
り
、

連
合
国
側
に

加
担
し
て
、

戦
争
に

参
加
し
た
際
で

あ
っ

た
の
で
、

防
諜
関
係
を
初
め
、

敵
国
人
の

取
締
り
、

敵
国
財
産
の

管
理
等
で

対

外
交
渉
が
頗
る
頻
繁
で

あ
っ

た
、

其
の

対
外
交
渉
の

際
使
っ

た
通
訳
が
竹
山
安

太
郎
と
い

う
人
で

あ
っ

た
が
、

此
の

人
は
自
分
が
千
葉
県
に

在
任
中
、

千
葉
警

察
で

通
訳
を
し
て

居
た
人
で
、

当
時
英
語
を
し
っ

か
り
勉
強
す
る
様
に

と
勧
め

た
り
し
た
こ

と
も
あ
っ

た
が
、

そ
れ
が
奇
縁
と
云
は
う
か
、

自
分
が
神
奈
川
に

赴
任
す
る
と
、

此
の

人
も
亦
偶
然
神
奈
川
県
に

来
て

居
た
の

で

あ
る
、

自
分
が

神
奈
川
を
去
る
と
此
の

人
は
間
も
な
く
警
視
庁
の

通
訳
と
な
っ

た
が
、

西
比
利

亜
出
兵
の

際
陸
軍
の

通
訳
と
な
っ

て

西
比
利
亜
に

行
き
、

チ
ェ

コ

ス

ロ

バ

キ
ア

の
マ

サ
リ
ッ

ク
博
士
を
庇
護
し
て

大
い

に

尽
す
所
が
あ
っ

た
の

で
、

其
の

後
マ

サ
リ
ッ

ク
博
士
は
竹
山
を
徳
と
し
、

礼
状
を
贈
っ

た
り
、

勲
章
を
授
与
し
た
り

し
て
、

竹
山
の

尽
力
を
表
彰
し
た
、

後
日

竹
山
は
「
建
国
秘
録
」
と
題
す
る
書

物
を
書
い

て

チ
ェ

コ

ス

ロ

バ

キ
ア
建
国
の

内
幕
話
を
発
表
し
た
が
、

其
の

書
の

序
文
に
、

神
奈
川
県
で

苦
心
し
た
経
歴
を
書
い

て

居
る
、

そ
れ
を
見
れ
ば
大
体

神
奈
川
に

於
け
る
対
外
交
渉
の

あ
ら
ま
し
が

分
か

る
。

一

番
う
る
さ
か
っ

た
事
は
、

白
系
露
人
が
続
々

逃
亡
し
て

来
る
、

そ
し
て
ゴ

ロ

〱
滞
在
す
る
、

其
の

処
置
で

あ
っ

た
、

第
一

之
を
救
助
す
る
手
当
に

困
っ

た
、

結
局
亜
米
利
加
へ

送
る
こ

と
ゝ

な
り
、

政
府
に

旅
費
の

補
助
を
受
け
て
、

何
ん
で

も
数
十
人
送
っ

た
と
記
憶
す
る
、

其
の

他
対
外
交
渉
は
い

ろ

〱
実
に

う
る
さ
か
っ

た
が
、

併
し
後
に

は
大
変
し
よ
く
な
っ

た
。

○
京
浜
道
路
の

改
修

付
横
浜
、

横
須
賀
間

神
奈
川
在
任
中
の

仕
事
で

今
尚
ほ
記
憶
に

残
っ

て

居
る
著
る
し
い

仕
事
は
道

路
の

建
設
で

あ
る
、

県
下
一

般
の

道
路
は
比
較
的
能
く
維
持
さ
れ
管
理
さ
れ
て

居
る
が
、

京
浜
間
と
横
須
賀
横
浜
間
は
非
常
に

悪
く
、

旧
街
道
し
か
な
か
っ

た

の

で

あ
る
、

其
の

旧
街
道
た
る
や
、

道
幅
は
狭
く
、

屈
曲
が

甚
だ
し
い

上
に
、

人
家
が

軒
を
連
ね
、

交
通
が
頻
繁
な
の

で
、

交
通
上
不
便
少
な
か
ら
ず
で

あ
っ

た
、

殊
に

横
須
賀
横
浜
間
は
、

一

度
逗
子
を
迂
回
せ
ね
ば
横
須
賀
か
ら
横
浜
へ

来
ら
れ
ぬ
と
い

ふ

状
態
で

あ
っ

た
、

然
る
に

横
浜
は
帝
都
の

玄
関
で

あ
る
、

此

の

玄
関
を
通
じ
て

人
も
物
も
帝
都
に
は
い

る
の

で

あ
る
に

係
ら
ず
、

此
の

帝
都
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の

玄
関
か
ら
は
単
に

汽
車
が
あ
る
の

み
で
、

陸
上
斯
る
状
態
で

は
、

時
代
の

進

運
に

副
は
ぬ
、

是
非
と
も
改
良
の

必
要
が
あ
る
と
痛
感
し
た
、

而
か
も
此
の

道

跡
の

改
修
は
、

単
に

横
浜
市
や
、

神
奈
川
県
と
し
て

必
要
な
計
り
で

な
く
、

国

家
全
体
の

上
か
ら
見
て

も
、

帝
都
の

玄
関
を
繋
ぐ
の

で

あ
る
か
ら
、

国
家
と
し

て

も
最
も
必
要
な
事
で

あ
る
。

従
っ

て

此
の

道
路
改
修
に

は
、

宜
し
く
国
費
の

補
助
が

あ
っ

て

然
る
べ

き
も

の

と
思
考
し
た
、

然
る
に
当
時
政
府
の

方
針
は
、

軍
用
道
路
の

為
に

は
補
助
を

与
へ

る
が
、

一

般
産
業
上
の

為
に
は
補
助
せ

ぬ
と
い

ふ
方
針
で

あ
っ

た
、

当
時

は
寺
内
内
閣
の

時
で
、

内
相
が

後
藤
新
平
氏
で
、

次
官
が
水
野
練
太
郎
氏
、

土

木
局
長
が
小
橋
一

太
氏
で

東
京
府
知
事
が
井
上
友
一

氏
で

あ
っ

た
、

そ
こ

で

自

分
は
先
づ
井
上
氏
に

相
談
し
た
所
、

井
上
氏
は
一

議
に

及
ば
す
賛
成
し

た

の

で
、

井
上
氏
と
二

人
で

小
橋
局
長
に

話
す
と
、

小
橋
氏
も
同
感
を

表
し

た

の

で
、

其
所
で

水
野
次
官
に

話
し
、

次
官
か
ら
後
藤
内
相
に

話
を
さ
れ
た
所
が

流

石
後
藤
氏
の

事
と
て

問
題
は
迅
速
に

解
決
さ
れ
、

京
浜
間
の

道
路
改
修
費
に

対

し
て

は
国
庫
よ
り
補
助
を
与
へ

る
と
云
ふ

事
が

決
っ

た
の

で

あ
る
。

其
時
小
橋
氏
の

話
で

は
、

青
森
、

下
ノ

関
間
の

改
修
が
、

国
防
上
か
ら
も
産

業
上
か
ら
も
、

最
も
緊
急
を
要
す
る
の

で
、

此
の

両
地
間
に

於
て

は
、

改
修
す

る
地
方
か
ら
順
次
に

補
助
を
与
へ

る
と
い

ふ
の
が

其
の

時
に

決
っ

た
政
府
の

方

針
で

あ
っ

た
の

で

あ
る
か
ら
、

此
の

京
浜
間
の

国
庫
補
助
獲
得
は
、

後
日

神

戸
、

大
阪
間
の

改
修
の

時
の

伏
線
と
な
っ

た
訳
で

あ
る
。

当
時
民
間
実
業
界
に

於
て

も
、

京
浜
間
道
路
の

現
状
に

嘆
息
し
、

一

日
も
早

く
之
が
改
修
を
な
す
事
は
、

経
済
的
見
地
か
ら
最
も
必
要
で

あ
る
と
な
し
、

京

浜
間
実
業
家
の

協
議
団
体
「
一

日
会
」
が
東
京
府
知
事
と
神
奈
川
県
知
事
即
ち

自
分
を
招
待
し
て

尽
力
を
求
め
た
の

で
、

恰
度
今
自
分
等
が
計
画
し
て

居
る
次

第
を
述
べ
、

政
府
の

態
度
を
打
ち
明
け
て

話
し
た
所
一

同
は
大
い

に

歓
喜
し
た

事
を
覚
え
て

居
る
。

そ
こ

で

京
浜
間
国
道
の

中
神
奈
川
県
内
の

改
修
費
と
し
て

先
づ
四

百
万
円
を

県
会
に

提
案
し
た
処
、

満
場
一

致
を
以
て

協
賛
を
得
、

愈
々

工

事
に

着
手
す
る

こ

と
に

な
っ

た
、

所
が

此
の

予
算
に

は
鋪
装
費
が
計
上
し
て

な
か
っ

た
か
ら
、

自
分
が
兵
庫
県
に

転
任
後
土
木
課
長
の

高
田
景
氏
が
、

時
の

知
事
を
説
き
鋪
装

費
を
追
加
し
た
か
ら
、

更
に
二

百
万
円
を
増
加
し
た
様
に

聞
い

て

居
る
、

斯
く

し
て

現
在
の

京
浜
国
道
が
出
来
た
の

で

あ
る
。

一

方
横
浜
、

横
須
賀
間
の

改
修
は
、

横
須
賀
が
軍
港
で

あ
る
以
上
国
防
上
、

東
京
、

横
浜
の

交
通
を
最
も
円
滑
に

し
て

置
く
必
要
が
あ
る
事
は
、

言
は
ず
し

て

明
ら
か
で

あ
る
。

で
、

こ

れ
も
県
会
に

提
案
し
た
が
、

こ

の

方
は
大
分
県
会

で

揉
め
た
あ
げ
く
、

結
局
通
過
し
た
、

自
分
は
通
過
後
測
量
中
に

兵
庫
県
へ

転

任
し
た
か
ら
、

直
接
工

事
を
見
る
に

は
至
ら
な
か
っ

た
。

工
事
は
ま
づ

京
浜
間
を
先
き
に

し
、

そ
れ
か
ら
横
須
賀
に

手
を
着
け
た
、

当
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時
逗
子
に

御
別
邸
を
有
せ
ら
れ
た
東
伏
見
宮
殿
下
に

は
、

常
に

往
復
の

不
便
を

御
漏
ら
し
に

な
っ

て

居
た
の

で
、

改
修
の

旨
を
申
上
げ
て

置
い

た
が
、

竣
工
ま

で

に

は
、

民
家
を
取
り
払
っ

た
り
、

田
畑
を
徴
収
し
た
り
、

種
々

の

関
係
で

相

当
の

時
日
を
要
し
た
、

多
摩
川
の

方
は
東
京
府
と
共
同
で
、

橋
の

中
央
を
境
ひ

に

各
分
担
し
て

工

を
急
い

だ
が
、

東
京
側
が
二

年
程
遅
れ
た
、

東
伏
見
宮
殿
下

に

は
六
郷
の

橋
は
ま
だ
出
来
ぬ
か
、

い

つ

出
来
る
か
と
仰
せ
ら
れ
て
、

大
変
御

待
遠
う
し
く
思
召
さ
れ
て

居
た
の

は

畏
き
次
第
で

あ
っ

た
、

後
日
芽
出
度
く
開

通
を
見
た
時
は
、

悲
し
く
も
宮
殿
下
に

は
既
に

此
の

世
に

お
は
し
ま
さ
ず
、

お

ゝ

六
郷
が
開
通
し
た
か
と
、

御
満
足
の

御
言
葉
を
拝
す
る
を
得
な
か

っ

た

事

は
、

洵
に

遺
憾
の

極
み
で

あ
る
、

そ
の

開
通
は
既
に

自
分
が
横
浜
市
長
に

な
っ

て

か
ら
後
の

事
で

あ
っ

た
が
、

或
る
日
そ
れ
と
な
く
東
伏
見
宮
御
殿
に

伺
候

し
、

妃
殿
下
の

御
機
嫌
を
奉
伺
し
て
、

事
務
官
に

会
ひ
、

そ
れ
と
な
く
六
郷
橋

開
通
の

旨
を
申
上
げ
て

置
い

た
が
、

其
の

後
妃
殿
下
に

拝
謁
し
て

直
接
申
上
げ

た
と
こ

ろ
殿
下
に

も
非
常
に

御
満
足
遊
ハ

さ
れ
て

居
ッ

た
こ

と
を
記
憶
し
て

居

る
。

○
多
摩
川
堤
防
問
題

前
任
石
原
知
事
が
多
摩
川
の

堤
防
修
築
に

就
て
、

内
務
省
に

認
可
申
請
を
し

た
が
、

内
務
大
臣
か
ら
は
相
成
ら
ん
と
い

ふ

指
令
を
受
け
た
、

元
来
堤
防
の

修

築
は
普
通
知
事
の

権
限
に

属
す
る
の

で

あ
る
が
、

河
川
法
を
施
行
さ
れ
て

居
る

河
川
の

堤
防
の

修
築
は
、

内
務
大
臣
の

認
可
を
要
す
る
の

で

あ
る
、

多
摩
川
は

其
の

河
川
法
が

施
行
さ
れ
た
の

で

前
知
事
が
申
請
を
し
た
の

で

あ
る
が
遂
に

不

認
可
と
な
っ

た
、

然
る
に

対
岸
の

東
京
側
の

堤
防
は
立
派
に

出
来
て

居
る
の

で

毎
年
雨
期
に

は

神
奈
川
側
が

汎
濫
し
て

県
民
の

被
害
は
実
に

甚
し

い

の

で

あ

る
。然

れ
は
自
分
は
其
の

当
時
の

土
木
局
長
で

あ
っ

た
小
橋
氏
に
、

此
の

大
臣
の

指
令
は
何
共
其
の

趣
旨
の

了
解
に

苦
し
む
、

東
京
府
の

民
の

水
害
は
免
れ
る
様

に

許
し
て

や
っ

た
が
、

神
奈
川
県
の

民
の

水
害
を
免
れ
る
様
に

す
る
こ

と
は
許

さ
ぬ

と
云
ふ
の

は
、

ド
ウ
し
て

も
承
服
が
出
来
ぬ
、

其
の

理
由
を
説
明
し
て

貰

ひ

度
と
迫
っ

た
所
が
、

小
橋
氏
の

返
答
は
、

多
摩
川
は
東
京
、

神
奈
川
両
府
県

の

間
を
流
れ
相
互
の

対
岸
の

間
に

紛
議
が
多
い
、

仍
て

政
府
に

於
て

は
孰
れ
大

々

的
に
改
修
を
す
る

積
り
で

あ
る
か
ら
、

夫
れ
迄
は
現
状
の

儘
を
維
持
し
て
、

手
を
つ

け
さ
せ
ぬ

方
針
で

あ
る
と
い

ふ
の

で

あ
る
、

然
し

乍
ら
其
の

当
時
に

於

て

は
多
摩
川
改
修
の

設
計
も
出
来
て

居
ら
ず
、

予
算
も
成
立
し
て

居
ら
ぬ

か
ら

い

つ

出
来
る
事
や
ら
時
期
も
不
明
で

あ
る
、

此
の

期
間
県
民
の

災
害
を
被
る
の

を
坐
視
す
る
に

忍
び
ぬ
、

自
分
は
其
の

当
時
自
分
が

苟
く
も
地
方
長
官
と
し
て

陛
下
の

御
宝
を
あ
づ
か
っ

て

居
る
以
上
、

管
下
の

公
利
公
安
に

関
す
る
事
を

徒
ら
に

便
々

と
し
て

放
任
し

置
く
訳
に

は
行
か
ず
、

一

日
も
早
く
公
害
除
去
の
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方
法
を
講
ず
る
事
が
、

知
事
の

責
任
上
当
然
の

任
務
で

あ
る
と
考
へ

、

上
級
官

庁
に

於
て

認
可
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
止
む
を
得
ず
、

知
事
の

権
限
内
で

出
来
る

範
囲
に

於
て

知
事
の

責
任
を
以
て

所
信
を
断
行
す
る
の

外
な
い

と
云
ひ
、

小
橋

氏
は
夫
れ
は
君
の

御
随
意
に
と
い

ふ
事
で

あ
っ

た
、

そ
こ

で

河
川
法
の

施
行
区

域
外
に

里
道
を
設
く
る
こ

と
を
多
摩
川
沿
ひ
の

御
幸
村
に

許
可
し
県
費
の

補
助

を
与
へ

て
工

事
に

着
手
し
た
、

高
い

道
路
と
す
る
の

は
言
ふ
迄
も
な
く
自
然
に

堤
防
と
な
る
用
意
で

あ
る
、

村
民
は
大
喜
び
で

労
働
に
従
事
し
た
、

所
が
其
れ

を
見
て

対
岸
の

東
京
側
が
騒
ぎ
出
し
た
、

神
奈
川
の

方
に

左
様
の

築
造
を
や
ら

れ
て

は
、

自
分
等
の

側
が
害
を
蒙
る
と
い

ふ
の
で

あ
る
、

そ
の

た
め
毎
日
百
人

位
の

監
視
を
繰
り
出
し
て

工

事
を
妨
害
す
る
一

方
、

代
議
士
高
木
正
年
、

漆
昌

巌
な
ど
云
ふ
連
中
が
内
務
省
に

運
動
し
て

中
止
さ
せ

様
と
し
た
、

恰
度
一

木
内

相
が
台
湾
へ

出
張
中
で
、

前
東
京
府
知
事
の

久
保
田
政
周
氏
が
次
官
で

留
守
を

預
っ

て

居
た
、

土
木
局
長
が
小
橋
一

太
氏
で

あ
っ

た
が
、

久
保
田
氏
は
其
の

前

東
京
府
知
事
で

あ
っ

た
関
係
上
東
京
側
に

同
情
が
あ
る
、

つ

ひ

目
と
鼻
の

間
に

あ
る
神
奈
川
県
の

事
な
れ
は
一

応
自
分
を
召
喚
し
て

能
く
其
の

事
情
を
糺
す
こ

と
も
出
来
る
の

に
、

そ
れ
す
ら
行
は
ず
突
然
工

事
の

中
止
を
命
じ
て

来
た
、

こ

ち
ら
は
反
問
し
た
、

何
故
に

中
止
の

命
令
か
と
、

す
る
と
二

週
間
程
経
て

河
川

法
に

よ
っ

て

命
ず
る
と
い

ふ
回
答
で

あ
っ

た
、

自
分
は
河
川
法
の

施
行
区
域
外

で

あ
る
か
ら
河
川
法
の

適
用
を
受
く
べ

き
も
の

で

な
い

と
云
ふ

解
釈
で

あ
っ

た

が
、

法
の

解
釈
に

就
て

は
上
級
官
庁
の

解
釈
が
下
級
官
庁
の

解
釈
を
覊
束
す
る

と
い

ふ
の

が
行
政
法
の

原
則
だ
か
ら
、

こ

れ
に

服
従
す
る
の

外
な
い
、

止
む
な

く
工

事
を
中
止
し
た
、

所
が

其
の

出
来
上
っ

た
工

事
を
悉
く
撤
去
せ

よ
、

撤
去

し
な
け
れ
ば
承
知
せ
ぬ

と
、

高
木
代
議
士
等
が
意
気
ま
い

て
、

ま
た
内
務
省
へ

も
ち
こ

み
、

撤
去
命
令
を
出
し
て

く
れ
と
願
ひ
出
た
、

其
の

際
は
一

木
内
相
が

も
う
台
湾
か
ら
帰
京
し
て

居
ら
れ
た
が
、

結
局
道
路
と
し
て

は
認
め

す
、

堤
防

と
し
て

認
め
る
と
い

ふ

事
に

な
っ

た
。

大
正
五
年
大
隈
内
閣
総
辞
職
の

最
後
の

閣
議
の

時
、

其
の

最
後
の

閣
議
の

最

後
の

議
題
に
、

神
奈
川
県
知
事
処
分
問
題
と
い

ふ
の

が
上
議
さ
れ
た
、

言
ふ

迄

も
な
く
此
の

多
摩
川
治
水
工

事
に

対
す
る
自
分
の

取
っ

た
態
度
が
宜
し
く
な
い

と
云
ふ
の

た
、

閣
議
の

結
果
自
分
は
遂
に

譴
責
処
分
を
う
け
た
の

で

あ
る
、

当

時
一

木
内
相
は
、

君
の

名
誉
を
思
ふ
て

官
報
に

は
載
せ
ぬ

様
に

し
た
と
云
は
れ

た
、

な
る
程
官
報
に

は
出
な
か
っ

た
か
ら
世
間
は
誰
も
知
ら
な
い
、

一

木
内
相

の

心
づ
か
ひ
は
素
よ
り
感
謝
す
る
が
、

併
し
自
分
は
た
と
ひ

官
報
に

載
せ
ら
れ

て

も
決
し
て

不
名
誉
と
は
思
は
ぬ
、

自
分
は
名
誉
の

譴
責
と
心
得
て

居
る
、

自

分
の

地
方
長
官
と
し
て

の

心
構
へ

は
、

常
に

県
民
本
位
で

あ
り
、

県
民
の

た
め

に

公
害
を
除
き
、

県
民
の

た
め
に

公
利
を
計
り
、

管
下
の

進
歩
繁
栄
と

陛
下

の

御
民
の

安
寧
福
祉
を
造
次
顚
沛
も
忘
れ
た
事
は
な
い
、

万
般
の

施
設
み
な
こ

の

気
持
で
一

貫
し
て

居
る
つ

も
り
で

あ
る
。
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○
米
騒
動
と
横
浜

大
正
七
年
の

米
騒
動
は
、

富
山
県
か
ら
端
を
発
し
忽
ち
に

し
て

燎
原
の

火
を

焼
く
が
如
く
全
国
に

波
及
し
、

東
京
を
初
め
地
方
の

大
都
市
中
、

大
小
の

差
こ

そ
あ
れ
騒
動
の

起
ら
な
か
っ

た
所
は
殆
ん
ど
無
い

位
で

あ
っ

た
が
、

独
り
横
浜

の

み
は
無
事
平
穏
で

あ
っ

た
、

し
か
し
其
の

無
事
平
穏
は
自
然
に

平
穏
で

あ
っ

た
の

で

は
な
く
、

予
め
警
戒
を
厳
に

し
た
か
ら
で

あ
る
、

当
時
不
穏
の

徒
が
暗

躍
し
て
、

夜
中
密
か
に

不
穏
の

ポ
ス

タ
ー
を
市
中
諸
所
に

張
っ

て

居
た
の

を
、

非
常
に

早
く
発
見
し
た
の

で

応
急
手
配
し
て

厳
重
の

警
戒
を
加
へ

た
ゝ

め
、

あ

の

伝
染
力
猛
烈
で

あ
っ

た
米
騒
動
も
、

横
浜
だ
け
は
幸
ひ
事
な
き
を
得
た
の

で

あ
る
、

と
こ

ろ
が
此
の

警
戒
が
意
外
の

事
か
ら
起
っ

て

居
る
の
で

あ
る
。

或
日
の

早
朝
で

あ
っ

た
、

自
分
は
ま
だ
寝
床
の

中
に

居
る
と
、

突
然
警
察
部

長
か
ら
電
話
が
か
ゝ

っ

て
、

昨
夜
小
田
原
の

閑
院
宮
御
別
邸
に

泥
棒
が
這
入
っ

た
と
い

ふ

報
ら
せ
で

あ
る
、

そ
れ
は
大
変
と
飛
び
起
き
嗽
ひ

洗
面
も
そ
こ

〱

に

衣
を
更
め
、

警
察
部
長
〔
当
時
の

部
長
は
大
塚
惟
精
氏
〕
を
呼
び
、

帯
同
し

て

小
田
原
御
別
邸
に

御
見
舞
と
御
詫
び
の

為
め
に

伺
候
し
た
、

折
柄
殿
下
に

は

御
平
服
で

姫
宮
殿
下
を
御
連
れ
に

な
っ

て
、

庭
内
を
朝
の

御
散
歩
中
で

あ
っ

た

の

で
、

御
庭
内
で

拝
謁
し
恐
懼
御
見
舞
申
上
げ
た
、

す
る
と
殿
下
に

は
、

知
事

に

さ
う
云
っ

て

詫
び
ら
れ
る
と
自
分
の

方
に

も
落
度
が
あ
っ

た
と

仰
せ

ら

れ

て
、

女
中
が
臥
所
に

入
る
前
雨
戸
を
一

枚
し
め
る
こ

と
を
忘
れ
、

賊
は
そ
こ

か

ら
侵
入
し
た
旨
、

尚
妃
殿
下
が
大
変
心
配
し
て

居
ら
れ
る
と
の

仰
せ
を
拝
し
た

の

で
、

更
に

妃
殿
下
に

拝
謁
し
て

不
慮
の

御
盗
難
を
御
詑
び
申
上
げ
た
、

そ
こ

ヘ

宮
殿
下
も
散
歩
か
ら
御
帰
り
に

な
っ

て
、

い

ろ

〱
難
有
い

御
言
葉
を

拝

し
、

恐
懼
し
て

御
別
邸
を
辞
去
し
た
が
、

御
盗
難
の

妃
殿
下
の

御
召
物
を
捜
索

す
る
た
め
、

早
速
県
下
全
体
に

亘
り
総
密
行
を
や
ら
せ

た
、

其
の

総
密
行
の

手

配
の

お
か
げ
で
、

前
に

述
べ

た
不
穏
の

ポ
ス

タ
ー
を
発
見
す
る
こ

と
が

出
来
た

の

で
、

ま
だ
世
人
の

目
に

触
れ
ぬ

前
に

悉
く
剝
ぎ
取
っ

て

仕
舞
ひ
、

こ

れ
は
ど

う
も
怪
し
い

ぞ
と
警
戒
を
加
へ

た
の

で

あ
る
、

そ
の

た
め
一

般
の

人
心
を
惑
乱

し
て

物
情
騒
然
と
な
ら
ぬ

内
、

未
発
に

防
止
す
る
を
得
た
の

で

あ
る
、

神
奈
川

県
に

米
騒
動
が
な
か
っ

た
の

は
、

全
く
殿
下
の

御
余
徳
の

然
ら
し
む
る
所
で

あ

る
と
申
す
べ

き
で

あ
る
、

警
戒
に
つ

い

て

は
県
庁
に

青
年
団
を
集
め
、

町
内
町

内
は
若
い

者
が
守
る
や
う
に

と
各
自
に

初
め
て

自
警
を
や
ら
せ

た
が
、

之
が

非

常
に

効
果
が
あ
っ

た
、

後
年
関
東
大
震
災
の

時
か
ら
自
警
団
の

組
織
が
盛
ん
に

行
は
れ
る
様
に

な
っ

た
が
、

こ

の

時
の

自
警
団
が

最
初
の

も
の

で

な
い

か
と
思

ふ
、

ま
た
米
穀
商
組
合
を
県
庁
に

集
め
、

一

般
に

不
安
な
き
旨
を

説
き

聞
か

せ
、

若
し
運
送
に

故
障
が
あ
れ
ば
其
の

旨
上
申
せ

よ
、

然
る
べ

く
応
急
措
置
を

講
ず
べ

し
と
告
げ
る
等
、

騒
動
防
止
に

就
て

は
、

万
手
落
な
く
警
戒
し
た
の

で

か
た

〲
以
て

平
穏
無
事
な
る
を
得
た
の

は
誠
に

仕
合
は
せ
で

あ
っ

た
。
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○
治
水
と
植
樹

戸
塚
、

大
船
間
を
流
る
ゝ

柏
尾
川
は
、

小
い

さ
な
川
で

あ
る
が
水
流
が

極
め

て

緩
漫
な
た
め
、

割
合
に

氾
濫
の

多
い

川
な
の

で
、

堤
防
改
修
の

必

要
が

あ

り
、

既
に

改
修
費
の

承
認
を
得
て

改
修
し
つ

ゝ

あ
っ

た
、

其
の

改
修
が
落
成
し

た
所
で
、

植
樹
を
出
願
し
て

来
た
、

然
る
に
技
師
の

意
見
で

は
堤
防
に

樹
木
を

植
え
る
と
堤
防
が
い

た
む
と
い

ふ
、

ま
る
で

熊
沢
蕃
山
の

治
水
と
は
正
反
対
の

説
で
、

蕃
山
は
植
樹
で

堤
防
の

強
化
を
図
っ

た
の

だ
が
、

植
樹
が
堤
防
に

害
が

あ
る
と
い

ふ
の

は
、

当
時
内
務
技
師
連
中
の

定
説
で

あ
っ

た
、

技
師
の

曰
く
、

樹
に

鼹
鼠
が
巣
っ

た
り
、

風
に

揺
れ
て

倒
れ
た
り
し
て

弱
点
が
生
ず
る
、

強
化

ど
こ

ろ
か
、

脆
弱
性
を
来
た
し
、

切
角
改
修
し
て

も
恒
久
性
を
欠
く
と
云
ふ
の

で

あ
る
、

併
し
自
分
は
此
の

説
を
鵜
呑
み
に

出
来
ぬ
、

別
に

見
る

所
が

あ
っ

て
、

知
事
の

権
限
で

願
を
許
可
し
、

川
の

両
岸
に

桜
の

若
木
を
植
え
さ
せ

た
、

改
修
の

結
果
堤
防
の

保
強
は
非
常
に

よ
く
、

桜
樹
も
年
々

成
長
し
て
、

今
や
花

期
に

は
桜
雲
靉
靆
と
し
て
、

啻
に

里
人
を
喜
ば
し
め
て

居
る
の

み
な
ら
ず
、

時

々

刻
々

沿
道
を
往
来
す
る
列
車
の

窓
か
ら
旅
客
の

目
を
楽
し
ま
し
め
て

居
り
、

堤
防
に

は
毫
も
害
を
及
ぼ
し
て

居
ら
ぬ
。

其
の

後
多
摩
川
に

愛
桜
会
と
い

ふ
も
の

が
出
来
て
、

自
分
に

其
の

会
長
を
委

托
さ
れ
た
、

会
の

目
的
は
多
摩
川
の

両
岸
に

桜
を
植
え
て
、

名
所
を
作
る
と
い

ふ
趣
旨
で

あ
る
、

近
来
東
京
方
面
に

は
桜
の

名
所
が
少
な
く
な
っ

て
、

却
っ

て

米
国
に

お

株
を
奪
は
れ
、

華
府
の

ポ
ト
マ

ッ

ク
河
畔
の

桜
な
ど
盛
名
を
恣
ま
ゝ

に

し
て

居
る
、

日
本
に
は
只
新
潟
県
の

加
治
川
の

桜
が

有
名
で
、

其
の

外
滋
賀

県
の

彦
根
、

安
土
間
□
□
川
の

堤
防
位
の

も
の

だ
、

是
等
何
れ
も
堤
防
に

害
を

な
し
て

居
ら
ぬ
、

多
摩
川
の

両
岸
に

桜
を
植
え
れ
ば
、

其
の

美
観
は
素
晴
ら
し

い

も
の
で

あ
ら
う
が
、

内
務
省
が
許
可
せ
ぬ
の

で

僅
に

堤
防
の

内
側
に

植
え
た

が
、

こ

れ
で

は
堤
防
の

風
致
と
は
な
ら
ぬ
、

元
来
多
摩
川
は
水
量
が
少
な
く
、

洪
水
の

時
で

も
洪
水
敷
に

水
が
乗
る
か
乗
ら
ぬ
か

位
だ
が
、

水
源
に

植
樹
が
行

き
届
け
ば
自
然
洪
水
氾
濫
の

虞
れ
も
な
く
、

堤
防
を
美
化
し
て
、

市
民
の

遊
覧

地
域
と
し
て

屈
指
の

所
と
な
る
、

水
が
あ
り
土
地
が
有
る
の

だ
か
ら
、

能
く
之

を
利
用
し
て
、

東
京
市
民
の

為
め
は
勿
論
、

広
く
日
本
の

桜
の

名
所
と
し
て

の

設
備
を
完
ふ

す
る
様
、

内
務
当
局
の

善
処
を
望
む
の

で

あ
る
。

鶴
見
川
は
ち
い

さ
な
川
で

あ
る
が
、

其
の

割
に

水
害
の

多
い

川
で

是
非
改
修

の

必
要
が
あ
る
、

下
流
に

鉄
橋
が
あ
る
の

で

改
修
費
四
十
万
円
を

要
す
る

の

で
、

鉄
道
省
に

交
渉
し
て

補
助
を
要
求
し
た
が
、

鉄
道
省
で

は
改
修
の

必
要
な

の

は
鉄
道
自
身
の

必
要
か
ら
で

な
く
地
方
利
害
の

た
め
必
要
な
の

で

あ
る
か
ら

鉄
道
が
補
助
す
る
こ

と
は
出
来
ぬ
と
云
ふ
て

遂
に

承
引
せ

ず
、

爾
来
久
し
く
其

儘
に

な
っ

て

居
っ

た
が
、

関
係
官
民
の

熱
心
な
る
運
動
に

よ
り
遂
に

政
府
の

同

意
を
得
、

昨
年
の

帝
国
議
会
に

於
て

予
算
の

成
立
し
た
の

は
誠
に

悦
ば
し
き
事

で

あ
る
。
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○
多
摩
川
治
水
案

以
上
述
べ

た
の

は
多
摩
川
治
水
の
一

部
分
の
一

時
的
応
急
施
設
で

あ
っ

て
、

其
の

全
般
的
治
水
案
は
、

翌
年
の

県
会
に

提
案
し
た
、

勿
論
政
府
の

補
助
を
期

待
し
て
の

案
で

あ
る
が
、

県
会
が
あ
と
三
日
を
剰
す
時
即
ち
十
二

月
十
七
日
、

か

ね
て

よ
り
病
気
の

父
が
死
亡
し
た
の

で
、

喪
中
三
日

間
の

県
会
を

欠

席
し

た
、

其
の

間
に

県
会
は
議
案
を
握
り
つ

ぶ
し
て

し
ま
っ

た
、

其
の

原
因
は
元
来

多
摩
川
の

改
修
費
は
郡
部
経
済
負
担
で

あ
る
の

を
市
部
連
帯
の

負
担
と
し
て

提

案
し
た
か
ら
市
部
の

議
員
が
平
ら
か
な
ら
ず
、

色
々

苦
情
を
持
ち
出
し
た
為
め

で

あ
っ

た
、

然
し
其
の

翌
年
の

県
会
に

再
び
之
を
提
案
し
遂
に

其
の

同
意
を
得

た
が
、

政
府
は
之
を
国
庫
支
弁
に

移
し
、

政
府
に

於
て

直
轄
工

事
と
し
て

施
行

さ
る
ゝ

こ

と
と
な
り
、

今
日
で

は
既
に

立
派
に

成
功
し
て

居
る
が
、

其
の

当
時

を
回
顧
す
る
時
は
感
慨
無
量
で

あ
る
。

○
相
模
川
の

治
水

相
模
川
の

治
水
工

事
も
其
の

費
用
は
市
と
郡
部
の

連
帯
負
担
と
い

ふ

事
に

し

て

県
会
に

提
案
し
た
、

所
が
こ

れ
も
市
の

連
中
が
反
対
し
た
の

で
、

極
力
説
諭

し
て

飜
意
に

努
め
た
、

元
来
横
浜
は
相
模
川
の

上
流
、

道
志
川
か
ら
水
道
の

水

を
取
っ

て

居
る
の

だ
が
、

横
浜
は
将
来
ま
だ
大
い

に

発
展
す
る
か
ら
、

道
志
川

の

水
だ
け
で

は
足
ら
ぬ

様
に

な
っ

て

来
る
、

後
日
水
道
拡
張
の

場
合
、

今
日
一

文
も
費
用
を
負
担
し
て

居
ら
ぬ

と
、

其
の

時
文
句
が
云
へ

ぬ
で

は
な
い

か
、

其

の

後
日
の

事
を
思
っ

て

案
に

賛
成
せ

よ
と
説
諭
し
、

結
局
県
会
を
通
過
し
た
、

所
が

市
部
の

議
員
は
通
過
は
せ
し
め
た
も
の

ゝ

斯
く
知
事
が

郡
部
負
担
の

経
費

を
連
帯
に

移
す
の

は
怪
し
か
ら
ん
、

何
ん
と
か
し
て

知
事
の

鼻
を
あ
か
し
て

や

り
た
い

と
機
会
を
ね
ら
っ

て

居
た
連
中
が
あ
っ

て
、

市
部
の

経
済
で

消
防
特
設

隊
の

設
立
予
算
案
を
県
会
に

提
出
し
た
所
、

其
れ
を
握
り
潰
し
て

し
ま
っ

た
、

然
も
其
の

理
由
に

は
何
等
の

根
拠
が

な
い

の

で

自
分
は
直
に

原
案
執
行
の

申
請

を
し
た
、

こ

れ
が
三
月
頃
許
可
に

な
っ

た
が
、

其
の

後
間
も
な
く
自
分
は
兵
庫

県
に

転
任
を
命
ぜ
ら
れ
、

暫
ら
く
東
京
に

滞
在
し
て

居
っ

た
が
、

其
の

間
に

長

者
町
に

大
火
が
あ
っ

て
、

消
防
隊
の

必
要
は
益
々

痛
感
せ

ら
る
ゝ

に

至
っ

た
が

為
め
に
、

横
浜
貿
易
新
聞
は
有
吉
知
事
の

赤
い

舌
と
云
ふ
見
出
し
で

市
部
県
会

議
員
が

謂
は
れ
な
き
反
対
を
し
た
事
を
皮
肉
っ

た
こ

と
が

あ
っ

た
こ

と
を
記
臆

し
て

居
る
、

其
の

後
此
消
防
隊
は
成
績
頗
る
顕
著
で
、

之
れ
が
出
来
て

か
ら
大

火
と
云
ふ
も
の

は
殆
ん
ど
な
く
な
っ

た
と
云
ふ
も
過
言
で

は
な
い
、

そ
し
て

之

れ
が
先
駆
と
な
っ

て

今
て

は
各
府
県
之
れ
が
設
置
の

な
い

所
は
無
い

様
に

な
っ

た
。

（「
有
吉
忠
一

一

口

述
　
同
夫
人
筆
記
」
有
吉
義
弥
氏
蔵
）
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二

三
〇

　
中
郡
大
磯
町
の

米
廉
売
施
米
実
施
状
況

（
一

－
二
五

）

（一）

中
収
第
一

二
二

六
一

号

大
正
七
年
八
月
十
二

日

中

郡

長

（
印
）

大

磯

町

長

殿

農
商
務
省
調
査
ノ

結
果
ニ

ヨ

レ

バ

内
地
在
米
ハ

相
当
ノ

分
量
ア
ル

コ

ト
明
瞭
ト

ナ
リ
之
レ

ガ
配
給
方
法
ニ

付
鋭
意
尽
力
中
ニ

係
リ
又
外
米
分
配
方
法
ニ

付
キ
テ

モ

同
省
ニ

於
テ
尚
ホ
一

層
適
切
ナ
ラ
シ

ム

ル

様
講
究
中
ニ

シ

テ
本
県
ニ

於
テ
モ

亦
考
慮
中
ニ

付
此
ノ

際
一

般
ニ

危
惧
ノ

念
ヲ

懐
カ
シ

メ
ズ

民
心
ノ

動
揺
ナ
カ
ラ

シ

ム

ル

様
適
切
ノ

方
法
ヲ

取
ラ
レ

度
此
段
及
通
牒
候
也

追
テ
米
価
問
題
ニ

関
セ

ル

民
心
ノ

傾
向
等
大
要
承
知
致
シ

度
至
急
報
告
可
有

之
候

（
注
）
こ
の

通
牒
は
、

八
月
十
三
日
付
で

大
磯
町
長
白
根
鼎
三
名
に
よ
り
各
区
長
に

通

知
さ
れ
て
い

る
。

（二）

中
発
第
一

二
二

七
一

号

大
正
七
年
八
月
十
三
日

　
中

郡

役

所

（
印
）

大

磯

町

役

場

御

中

外
米
分
配
方
申
込
ニ

関
ス

ル

件

今
般
本
県
ニ

於
テ
外
米
分
配
相
成
ベ

ク

候
条
共
同
購
入
希
望
ノ

向
ハ

其
数
量
取

纒
メ

明
十
四
日
夕
刻
迄
〔
此
時
刻
迄
ニ

申
出
ナ
キ
向
ハ

一

時
希
望
者
之
レ

ナ
キ

モ

ノ

ト
認
ム

〕
ニ

当
庁
ヘ

申
込
マ

ル

ベ

ク
候

追
テ
価
格
並
ニ

代
金
取
引
等
ハ

曩
ニ

通
牒
候
指
定
商
ノ

取
引
ト

大
差
無
之
見

込
ニ

候

（三）

大
正
七
年
八
月
十
六
日

　
大
磯
町
長
　
白
根
鼎
三

区
長

　
殿

今
般
外
米
五
拾
袋
先
以
テ
配
給
相
成
候
ニ

付
テ
ハ

左
記
ノ

方
法
ニ

依
リ
廉
売
候

間
区
内
細
民
一

般
ニ

通
知
相
成
度
候
也

追
テ
左
記
事
項
ハ

一

般
ニ

洩
レ

ナ
ク
徹
底
候
様
通
知
相
成
度
候

一

　
壱
石
ノ

原
価
拾
九
円
弐
拾
五

銭
ノ

処
御
下
賜
金
并
県
内
有
志
ノ

寄
付
金
ヲ

以
テ
壱
石
ニ

付
金
四
円
弐
拾
五
銭
補
給
セ

ラ
レ

候
ニ

付
壱
石
拾
五
円
ニ

テ
販

売
ス
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一

　
廉
売
所
ハ

山
王
町
〔
山
王
神
社
内
〕
南
下
町
〔
か
づ
さ
屋
前
〕
台
町
〔
妙

昌
寺
内
〕
ノ
三
ケ
所
ト
ス

○
山
王
町
販
売
所
ニ

テ
購
入
ス

ベ

キ
区
ハ

高
麗
、

化
粧
町
、

長
者
町
、

山
王

町
ト
ス

○
南
下
町
販
売
所
ニ

テ
購
入
ス

ベ

キ
区
ハ

神
明
町
、

北
本
町
、

北
下
町
、

南

本
町
、

南
下
町
ト
ス

○
台
町
販
売
所
ニ

テ
購
入
ス

ベ

キ
区
ハ

茶
屋
町
、

裡
通
リ
、

台
町
、

西
小
磯

ト
ス

一

　
廉
売
ハ

今
拾
六
日
午
後
四
時
ヨ

リ
開
始
ス

一

　

数
量
ハ

一

戸
参
升
ヲ

限
度
ト
ス

一

　

生
活
困
難
ノ
モ

ノ
ニ

限
リ
売
渡
ス

モ

ノ

ト
ス

一

　
代
金
ハ

区
長
ニ

於
テ
取
纒
メ
役
場
ヘ

納
付
ス

ル

コ

ト

（四）

大
正
七
年
八
月
十
九
日

　
大
磯
町
役
場

大
磯
各
区
長
宛

白
米
廉
売
所
設
置
ノ

件

内
地
白
米
廉
売
ニ

関
シ

予
テ
協
議
置
ノ

処
今
般
更
ニ

町
ニ

於
テ
別
記
ノ

通
リ
区

分
ヲ

定
メ
廉
売
所
ヲ

設
ケ
今
十
九
日
ヨ

リ
廿
二

日
ニ

至
ル

四
日
間
毎
日
記
載
ノ

時
間
内
ニ

於
テ
販
売
可
致
候
ニ

付
テ
ハ

其
関
係
区
ハ

可
成
区
長
ハ

定
刻
前
ヨ

リ

出
頭
廉
売
ニ

係
ル

諸
般
ノ

幹
旋
相
成
度
候
也

（五）

中
収
第
一

二
三
六
六
号
ノ

三

大
正
七
年
八
月
廿
二

日

　
中

郡

長

（
印
）

大

磯

町

長

殿

御
下
賜
金
ニ

依
ル

救
済
施
設
ノ

件

本
月
十
九
日
中
収
第
一

二
、

三
六
六
号
ノ
二

ヲ

以
テ
及
通
牒
置
候
　
御
下
賜
金

ニ

関
ス

ル

件
追
記
第
二

項
ノ

イ
号
ニ

於
テ
主
ト
シ

テ
米
ノ

廉
売
ヲ

ナ
ス

様
申
シ

置
キ
候
ヘ

共
地
方
ノ

状
況
ニ

依
リ
テ
ハ

麦
、

粟
、

稗
、

芋
等
ヲ

代
用
ス

ル

モ

差

支
無
之
同
項
八
号
ニ

於
ケ
ル

実
際
困
窮
セ

ル

者
ト
ア
ル

内
ニ

ハ

俸
給
生
活
者
ニ

シ

テ
生
計
困
難
ト
認
メ
ラ
ル

ヽ

者
ヲ

加
フ

ル

モ

亦
差
支
無
之
候
条
此
段
重
テ
及

通
牒
候
也

（六）

大
第
二

八
六
五
号

大
正
七
年
八
月
廿
五
日

　
大
磯
町
長
　
白
根
鼎
三

大
磯
税
務
署
、

中
郡
役
所
、

大
磯
警
察
署
、

大
磯
小
学
校
、

大
磯
駅
、

小
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田
原
裁
判
所
大
磯
出
張
所
、

御
料
局
出
張
所
、

電
気
変
圧
所
、

両
銀
行

御

中

白
米
廉
売
ノ

件

来
ル

八
月
二

十
七
日
ヨ

リ
左
記
ノ

通
リ
当
町
ニ

於
テ
白
米
廉
売
開
始
候
間
及
通

知
候
也

記

一

　
廉
売
白
米
ノ

種
類
ハ

外
国
米
、

台
湾
米
ト
ス

一

　
価
格
ハ

外
米
一

升
ニ

付
金
拾
五
銭
台
湾
米
ハ

一

升
ニ

付
金
弐
拾
七
銭
ト
ス

一

　
一

人
一

日
ノ

購
入
数
量
ハ

七
歳
以
上
ヲ

五
合
、

七
歳
以
下
ハ

弐
合
五
夕
ト

ス

一

　
当
町
ニ

現
住
ス

ル

下
給
官
公
吏
雇
員
及
会
社
員
共
同
購
入
ヲ

ナ
ス

コ

ト
ヲ

得
一

　
共
同
購
買
者
ハ

当
町
役
場
ヘ

申
出
ア
リ
タ
シ

一

　
共
同
購
買
申
出
ノ

節
ハ

人
名
家
族
数（
七
歳
以
上

七
歳
以
下

）ヲ
記
載
申
込
マ

レ

タ
シ

（七）

大
発
第
二

八
六
六
号

大
正
七
年
八
月
廿
五
日
発
議

大
正
同
年
同
月
同
　
日
決
議

大
正
同
年
同
月
同
日
発
送

町
長
（
印
）　

合
議
（
印
）

年
　
月
　
日

　
大
磯
町
役
場

中
郡
役
所
御
中

台
湾
米
申
込
依
頼
ノ

件

一

　

台
湾
米
〔
白
米
〕
参
百
石

但
シ

大
磯
駅
渡
シ
ニ

テ
壱
石
ニ

付
参
拾
弐
円
五
拾
銭
ノ
モ

ノ

右
購
買
方
御
依
頼
申
度
此
段
申
込
候
也
　
一

石
三
十
三
円
二

十
銭
ト
変
更

（八）

大
第

号

大
正
七
年
八
月
廿
五
日
発
議

大
正
同
年
同
月
同
日
決

議

大
正
同
年
同
月
同
日

発
送

町
長
（
印
）　

合
議
（
印
）

年
　
月
　
日

　
大
磯
町
役
場

各

区

長

宛

白
米
廉
売
ノ

件

左
記
ノ

方
法
ニ

依
リ
白
米
廉
売
候
間
承
知
可
有
之
此
段
及
通
知
候
也

左
記

一

　
別
紙
購
買
切
符
ハ

各
該
当
者
ニ

至
急
交
付
セ

ラ
レ

タ
シ

一

　
廉
売
ハ

大
正
七
年
八
月
廿
七
日
ヨ

リ
山
王
町
山
王
社
内
北
下
町
妙
端
寺
内

南
下
町
東
光
院
内
台
町
妙
昌
寺
内
高
麗
青
年
団
集
合
所
内
西
小
磯
八
坂
神
社

内
ノ

六
ケ
所
ト
ス

一

　
廉
売
ハ

毎
日
午
后
四
時
ヨ

リ
八
時
迄
ト
ス
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一

　
切
符
ノ

表
面
記
載
ノ

事
項
ハ

一

般
該
当
者
ニ

趣
旨
徹
底
候
様
一

層
ノ

注
意

ア
リ
タ
シ

一

　
廉
売
所
ニ

ハ

区
長
、

区
長
代
理
又
ハ

相
当
ナ
ル

モ

ノ

ヲ

毎
日
一

名
ツ
ヽ

出

場
斡
旋
セ

ラ
レ

タ
シ

一

　
廉
売
区
域
ハ

別
紙
ノ

通
リ

（
注
）
別
紙
略
。

（九）

中
収
第
一

二
、

五
三
〇
号

大
正
七
年
八
月
廿
七
日

　
中

郡

長
（
印
）

大
磯
町
長
殿

廉
米
共
同
購
入
方
等
ノ

件

官
公
吏
学
校
教
員
其
他
俸
給
生
活
者
ニ

米
ノ

廉
売
ヲ

為
ス

場
合
ニ

於
テ
一

般
ノ

者
ト
同
一

ニ

取
扱
フ

コ

ト
ハ

購
入
者
ニ

於
テ
自
然
困
難
ヲ

感
ズ
ル

事
情
モ

有
之

候
ニ

付
成
ル

ベ

ク
各
官
衙
公
署
学
校
会
社
等
ニ

於
テ
取
纒
メ

共
同
購
入
其
ノ

他

適
当
ノ

方
法
ニ

依
ル

コ

ト
ヽ

シ

且
代
金
ハ

俸
給
支
給
日
ニ

於
テ
支
払
ハ

シ
ム

ル

等
特
別
ノ

取
扱
ヲ

為
ス

コ

ト
ハ

必
要
ノ
コ

ト
ヽ

存
候

右
ニ

付
テ
ハ

夫
々

考
慮
ノ

義
ト
ハ

存
候
ヘ

ト
モ

相
当
措
置
相
成
度
県
ヨ

リ
申
越

ノ

次
第
モ

有
之
此
段
及
通
牒
候

（一〇）

大
正
七
年
九
月
七
日

　
大

磯

町

長

助
役
（
印
）　

合
議
（
印
）

官
公
署
会
社
宛

官
公
署
、

会
社
ヨ

リ
共
同
購
入
者
ニ

限
リ
内
地
白
米
壱
升
参
拾
五
銭
ニ

テ
廉
売

候
間
必
要
ノ

数
量
至
急
申
出
可
有
之
及
通
知
候
也

但
購
入
者
月
給
参
拾
円
以
下
ノ
モ

ノ
ニ

限
ル

代
金
ハ

俸
給
ノ

支
給
ヲ

受
ケ
ル

当
日
払
込
ム

ベ

キ
コ

ト

（一一）

大
第

号

大
正
七
年
九
月
十
日
発
議

大
正
同
年
同
月
同
日
決
議

大
正
同
年
同
月
同
日
発
送

助
役
（
印
）
　
合
議
（
印
）
　
主
任
（
印
）

年

月

日

　
大

磯

町

役

場

各
官
公
衙
会
社
御
中

予
テ
申
込
ミ
ニ

係
ル

内
地
白
米
ハ

配
給
数
量
少
額
ニ

シ

テ
申
込
ミ

通
リ
配
当
致

兼
候
間
左
記
之
数
量
送
付
ニ

及
ヒ

候
ニ

付
申
込
者
ニ

対
シ

可
然
配
給
相
成
度
候

追
テ
台
湾
米
及
西
貢
米
ハ

一

人
一

日
五
合
ツ
ヽ

ノ

廉
売
可
致
候
間
何
時
ナ
リ
共

申
込
相
成
度
候
代
金
ハ

俸
給
支
給
当
日
取
纒
メ

払
込
ミ

相
成
度
候
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内
地
白
米
　
斗
　
升
　
合
　
夕
送
付
ス

代
金
ハ

一

升
ニ

付
金
参
拾
五
銭
ツ
ヽ

（一二）

大
第
　
号
　
大
正
七
年
九
月
廿
一

日
発
議

町
長
（
印
）　

助
役
（
印
）　

主
任
（
印
）

年

月
　
日

　
大

磯

町

長

各
議
員

各
区
長
御
中

恩
賜
米
頒
施
ニ

関
ス

ル

件

来
ル

二

四
日
恩
賜
米
頒
施
候
条
左
記
ノ

件
承
知
相
成
度
此
段
及
通
知
候
也

一

　
九
月
廿
四
日
午
前
十
時
ヨ

リ
午
后
四
時
迄
役
場
内
并
ニ

西
小
磯
、

高
麗
ノ

三
ケ
所
ニ

於
テ
頒
施
ス

頒
施
券
ハ

別
紙
ノ

通
リ

一

　
頒
施
券
ハ

各
区
長
ニ

於
テ
配
付
相
成
度
候

一

　

頒
施
白
米
ハ

台
湾
白
米
ト
ス

一

　
左
記
ノ

件
ハ

特
ニ

区
長
ヨ

リ
伝
達
相
成
度
候

化
粧
、

長
者
、

山
王
、

神
明
、

北
本
、

南
本
、

茶
や
、

裡
通
、

台
町
ハ

午

前
十
時
ヨ

リ
午
后
一

時
迄
ニ

北
下
、

南
下
町
ハ

午
后
二

時
ヨ

リ
四
時
迄
ニ

頒
施
米
交
付
所
ニ

出
頭
ス

ル

コ

ト

一

　
西
小
磯
、

高
麗
ハ

午
前
十
時
ヨ

リ
午
后
四
時
迄
ニ

各
其
交
付
所
ニ

出
頭
ス

ベ

キ
コ

ト

一

　
当
日
ニ

限
リ
白
米
ノ

廉
売
ヲ

ナ
サ
ズ

（
注
）
別
紙
欠
。

（一三）

売
渡
石
数

　
九
月
六
日
ヨ

リ
十
月
十
四
日
迄

一

　
参
百
弐
拾
四
石
六
斗
七
升
壱
合
（
マ

マ

）

売
上
代
金
七
千
七
百
九
拾
壱
円
拾
九
銭
五
厘

不
足
金
九
拾
銭
九
厘

内

訳

一

　

弐
百
八
拾
壱
石
六
斗
九
升
弐
合
五
夕
役
場
内
廉
売
所
ニ

テ
売
渡
石
数

売
上
代
金
六
千
七
百
五
拾
九
円
七
拾
銭
　
不
足
金
九
十
二

銭

一

　

拾
石
五
斗
三
升
五
合
　
高
麗
廉
売
所
ニ

テ
売
渡
石
数

売
上
代
金
弐
百
五
拾
弐
円
八
十
四
銭

一

　
参
拾
弐
石
四
斗
四
升
三
合
五
夕
　
西
小
磯
廉
売
所
ニ

テ
売
渡
石
数

売
上
代
金
七
百
七
十
八
円
六
十
五
銭
五
厘
　
金
壱
銭
壱
厘
過
上

各
官
公
署
共
同
分

一

　

弐
拾
壱
石
四

斗
八

升
九
合
五
夕
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売
上
代
金
五
百
拾
八
円
〇
八
銭
五
厘

恩
賜
米
ニ

使
用
ノ

分

一

　
拾
参
石
八
斗
一

升
二

合
　
役
場
内
及
高
麗
西
小
磯
ニ

於
テ
交
付
ノ

分

此
代
金
三
百
九
十
四
円
也

（一四）

大
正
七
年
拾
月
十
五
日
発
議

大
正
同
年
同
月
同

日
決
議
　
大
正
同
年
同
月
同
日
発
送

自
大
正
七
年
八
月
廿
七
日

至
同
　

年
拾
月
十
四
日

拾
日
間
役
場
ノ

吏
員
ニ

テ
廉
売
ノ

分

外
国
白
米
計
算
表

一

　
購
入
高
百
六
拾
五
袋
　
壱
袋
平
均
廿
六
〆
三
百
匁

壱
袋
平
均
六
斗
五
升
七
合
五
夕

購
入
代
金
壱
千
七
百
九
拾
八
円
六
拾
銭

運
賃
金
七
拾
壱
円
九
拾
五
銭

合
計
金
壱
千
八
百
七
拾
円
五
拾
五
銭
也

一

　
廉
売
高
百
六
拾
五
袋
　
壱
袋
平
均
十
一

円
卅
三
銭
六
厘
余

壱
石
平
均
十
七
円
廿
四
銭
二

厘
余

此
石
数
百
拾
弐
石
弐
斗
七
升
七
合

壱
袋
平
均
六
斗
八
升
五
夕
七

廉
売
代
金
壱
千
五
百
参
円
五
拾
銭

壱
升
平
均
拾
参
銭
三
厘
九
毛
余

補
給
金
額
参
百
六
拾
七
円
五
銭

壱
升
平
均
参
銭
弐
厘
六
毛
七

但
補
給
額
ハ

壱
升
ニ

付
三
銭
八
厘
五
ニ

此
ノ

金
額
四
三
二
、

三
九
〇
ニ

ナ
ル

ベ

キ
処
一

升
十
七
銭
二

四
二

ノ

増
石
一

石
七
斗
八
升
九
合
五
夕
此
ノ

代
金
六

五
、

三
三
八
五
ヲ

扣
控
記
載
シ

タ
ル

モ

ノ

ナ
リ

合
計
金
壱
千
八
百
七
拾
円
五
拾
五
銭
也

差
引増

石
数
参
石
七
斗
八
升
九
合
五
夕

一

袋
平
均
二

升
二

合
九
夕
六

一

石
平
均
三
升
四
合
九
夕
ナ

リ

此
廉
売
内
訳
表
ハ

別
紙
之
通
リ

備
考

購
入
石
数
ハ

八
月
廿
九
日
ニ

弐
拾
袋
九
月
七
日
ニ

拾
袋
ヲ

貫
量
并
ニ

石
数
ヲ

実

物
ニ

就
キ
査
定
計
算
シ

タ
ル

平
均
数
ナ
リ

廉
売
石
数
ハ

事
実
廉
売
シ

タ
ル

数
ヲ

計
上
シ

タ
ル

モ

ノ

ナ

リ
金
額
又
同
ジ
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（
欄
外
注
記

）
商
人
補
給
総
計

　
八
八
七
、

六
二

〇

二
口

補
給
総
計
　
四
、

四
五
五
、

〇
四
八

合

計
　
五
、

三
四
二
、

六
六
八

（
注
）
別
紙
欠
。

（一五）

大
正
七
年
拾
月
十
五
日
発
議

大
正
同
年
同
月
同
日
　
決
議

大
正
同
年
同
月
同
日
発
送

町
長（
印
）　
助
役（
印
）　
合
議（
印
）　
主
任（
印
）

自
大
正
七
年
八
月
廿
八
日

至

同
年
十
月
十
四
日

四
拾
日
間

　
役
場
吏
員
ニ

テ
廉
売
ノ

分

台
湾
白
米
計
算
表

一

　
購
入
高
七
百
八
袋
参
斗
五

升

壱
袋
平
均
廿
二

〆
四

拾
匁

壱
袋
平
均
五
斗
八
升

此
石
数
四
百
拾
石
九
斗
九
升

購
入
代
金
壱
万
参
千
九
百
九
拾
九
円
六
拾
九
銭
九
厘

運
賃
金
参
拾
八
円
也

合
計
金
壱
万
四
千
参
拾
七
円
六
拾
九
銭
九
厘

壱
袋
平
均
十
九
円
七
十
九
銭
八
厘

壱
石
平
均
卅
四
円
十
五
銭
五
厘
余

一

　
廉
売
高
七
百
八
袋
参
斗
五
升

此
石
数
四
百
六
石
壱
斗
参
升
四
合
五
夕

壱
袋
平
均
五
斗
七
升
参
合
弐
夕

廉
売
代
金
九
千
九
百
四
拾
八
円
九
拾
壱
銭
　
壱
升
平
均
廿
四
銭
四
厘
九
毛
余

補
給
金
額
四
千
八
拾
八
円
七
拾
八
銭
九
厘
　
壱
升
平
均
拾
銭
六
毛
九

合
計
金
壱
万
四
千
参
拾
七
円
六
拾
九
銭
九
厘

差
引
　
減
石
数
四
石
八
斗
五
升
五
合
五
夕

平
均
壱
袋
六
合
九
夕
壱
石
平
均
一

升
一

合
八
夕
余
ノ

欠
損

此
廉
売
内
訳
表
ハ

別
紙
ノ

通
リ

備
考

購
入
石
数
ハ

八
月
卅
日
ニ

拾
袋
九
月
九
日
ニ

拾
袋
ノ

貫
量
并
ニ

石
数
ヲ

事
実
ニ

依
リ
査
定
計
算
シ

タ
ル

平
均
数
ナ
リ

廉
売
石
数
ハ

事
実
廉
売
シ

タ
ル

数
ヲ

計
上
シ

タ
ル

モ

ノ

ナ
リ
金
額
又
同
ジ

（
注
）
別
紙
欠
。

資
料
中
「
補
給
金
額
…
…
平
均
拾
銭
六
毛
九
厘
」
の

上
に
左
記
の

付

箋
が
あ
る
。

「
補
給
額
参
千
九
百
弐
拾
弐
円
九
拾
四

銭
九
厘
廉
売
石
数
ニ

対
ス

ル

一

升
金
九
銭

六
厘
六
毛
五
ノ

補
給
金
百
六
拾
五
円
八
拾
四

銭

四
石
八
斗
五
升
五
合
夕
減
石
数
ニ

対
ス

ル

一

升
金
三
十
四

銭
一

厘
五

五

ノ

欠

損

金
」

（一六）

大
正
七
年
十
月
十
五
日
発
議

大
正
同
年
同
月
同
日

決
議

大
正
同
年
同
月
同
日
発
送

町
長（
印
）　
助
役（
印
）　
合
議（
印
）　
主
任（
印
）
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自
大
正
七
年
九
月
廿
六
日

至
同

　
年
十
月

二

日
五

日
間

内
地
白
米
計
算
表

一

　
購
入
高
　
拾
弐
俵
四
升

此
石
数
四
石
八
斗
四
升
　
壱
袋
平
均
四
斗

購
入
代
金
百
六
拾
九
円
四
拾
銭

合
計
金
百
六
拾
九
円
四
拾
銭

壱
袋
平
均
四
円
也

壱
石
平
均
三
十
五
円
也

一

　
廉
売
高
　
拾
弐
俵
四
升

此
石
数
四
石
五
斗
六
升
五
合

壱
石
平
均
三
十
五
円
也

廉
売
代
金
百
五
拾
九
円
七
拾
七
銭
五
厘

差
引

減
石
数
弐
斗
七
升
五
合

　
欠
損

此
金
額
九
円
六
拾
弐
銭
五
厘

　
補
給
ノ

分

合
計
百
六
拾
九
円
四
拾
銭
也

備
考

大
磯
町
米
穀
商
組
合
ニ

於
テ
廉
売
シ

タ
ル

残
米
ヲ

購
入
シ

各
官
公
署
ノ

月
俸
金

参
拾
円
以
下
ヲ

受
ケ
ツ
ヽ

ア
ル

モ

ノ
ニ

廉
売
シ

タ
ル

モ

ノ

ナ
リ

（一七）

大
正
七
年
十
月
卅
一

日
発
議

大
正
同
年
同
月
同
日

決
議

大
正
同
年
同
月
同
日

助
役（
印
）　
主
任（
印
）

年
　
月
　
日

　
大

磯

町

役

場

各
区
長
宛

廉
売
券
配
付
ニ

関
ス

ル

件

外
国
白
米
廉
売
券
別
紙
之
通
リ
送
付
候
間
夫
々

配
付
方
取
計
相
成
度
候
尚
左
記

ノ

件
特
ニ

各
受
給
者
ニ

示
達
可
有
之
候

左
記

一

　
別
紙
廉
売
券
ニ

依
リ
十
一

月
一

日
ヨ

リ
十
日
迄
拾
日
間
ノ

内
ニ

大
磯
町
各

米
穀
商
店
ニ

於
テ
購
入
ス

ル

コ

ト

一

　
一

日
一

人
ノ

数
量
ハ

七
歳
以
上
ハ

三
合
、

七
歳
以
下
ハ

一

合
五
夕
ト
ス

一

　
外
国
白
米
ノ

廉
売
価
格
ハ

一

升
金
拾
弐
銭
ト
ス

一

　

廉
売
券
紛
失
ノ

場
合
ハ

絶
対
ニ

再
下
付
ヲ

ナ
ス

コ

ト
ヲ

得
サ
ル

ニ

付
注
意

ヲ

要
ス

一

　
白
米
数
量
ノ

都
合
ニ

依
リ
テ
ハ

廉
売
数
量
ヲ

限
定
シ

且
ツ

中
止
ス

ル

コ

ト

ア
ル

ベ

シ

一

　
廉
売
券
ニ

記
載
以
外
ノ

物
品
ヲ

購
入
ス

ル

コ

ト
ヲ

得
ス

一

　
廉
売
券
ヲ

他
人
ニ

譲
与
又
ハ

購
入
シ

タ
ル

白
米
ヲ

他
人
ニ

転
売
シ
タ
ル

モ
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ノ
ハ

厳
罰
ニ

処
セ

ラ
ル

（
注
）
別
紙
廉
売
券
欠
。

（一八）

大
正
七
年
拾
壱
月
壱
日
発
議

大
正
同
年
同
月
同
日
　
決
議

町
長
代
理（
印
）　
合
議（
印
）

自
大
正
七
年
十
一

月
一

日

至
同

　
十
一

月
十
日

拾
日
間
　
米
穀
商
組
合
ニ

テ
売
第
壱
回
分

外
国
白
米
計
算
表

一

　
購
入
高
百
五
拾
袋

　
米
穀
商
組
合
ニ

テ
購
入
分

此
石
数
九
拾
八
石
六
斗
弐
升
五
合

壱
袋
平
均
廿
六
〆
三
百
匁

同

　
六
斗
五
升
七
合
五
夕

購
入
代
金
弐
千
七
円
九
拾
銭

運
賃
金
六
拾
参
円
弐
拾
参
銭

合
計
金
弐
千
七
拾
壱
円
拾
参
銭

一

　
廉
売
高
百
四
拾
七
袋
　
九
拾
六
石
六
斗
五
升
弐
合
五
夕
　
切
符
廉
売
ノ

分

一

　
同

　
参
袋

　
壱
石
九
斗
七
升
弐
合
五
夕

中
郡
役
所
、

大
磯
町
役
場
吏
員
共
同
廉
売
分

此
廉
売
高
金
壱
千
百
八
拾
参
円
五
拾
銭

壱
升
金
拾
弐
銭
ツ
ヽ

ニ

テ
廉
売
ノ

分

此
補
給
額
金
八
百
八
拾
七
円
六
拾
弐
銭
五
厘

壱
升
金
九
銭
ツ
ヽ

ノ

補
給
ノ

分

合
計
金
弐
千
七
拾
壱
円
拾
弐
銭
五
厘

五
厘
算
出
ノ

減

（一九）

大
発
第
四
二

四
五
号

大
正
七
年
十
一

月
九
日
発
議

大
正
同
年
同
月
同
日

決
議

大
正
同
年
同
月
同
日
発
送

町
長（
印
）　
助
役（
印
）　
合
議（
印
）　
主
任（
印
）

大
正
七
年
十
一

月
九
日

　
大

磯

町

役

場

各
区
長
米
商
組
合
長
宛

白
米
廉
売
ニ

関
ス

ル

件

外
国
米
ノ

廉
売
ニ

関
シ

テ
ハ

各
米
穀
商
ニ

委
托
本
月
拾
五
日
迄
継
続
廉
売
ス

ベ

キ
予
定
ノ

処
外
国
米
供
給
上
不
足
ヲ

生
ジ

候
為
メ

該
白
米
到
着
ス

ル

迄
本
月
九

日
限
リ
一

時
廉
売
ヲ

中
止
候
間
夫
々

関
係
者
ヘ

示
達
相
成
度
此
段
及
通
知
候
也

（二〇）

大
正
七
年
十
二

月
十
二

日

　
大

磯

町

役

場

各

区

長

殿
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白
米
廉
売
ニ

関
ス

ル

件

去
ル

十
一

月
一

日
ヨ

リ
十
日
迄
拾
日
間
白
米
廉
売
券
発
行
候
処
外
米
不
足
ノ

為

メ

全
部
ノ
モ

ノ
ニ

廉
売
不
能
ニ

有
之
候
就
テ
ハ

漸
ヤ

ク
外
米
到
着
候
間
拾
日
分

購
入
セ

サ
ル

モ

ノ
ハ

所
持
ノ

廉
売
券
携
帯
大
磯
町
米
穀
商
ニ

テ
来
ル

十
四
日
ヨ

リ
購
入
ス

ベ

キ
様
区
内
一

般
ヘ

示
達
相
成
度
此
段
及
通
知
候
也

追
テ
十
四
日
ヨ

リ
十
六
日
迄
ニ

全
部
購
入
ス

ベ

キ
様
示
達
セ

ラ
レ

タ
シ

廉
売
券
紛
失
者
又
ハ

破
棄
シ

タ
ル

モ

ノ
ハ

再
ビ

交
付
セ

ザ
ル

ニ

付
念
ノ

為
メ

示
達
相
成
度
申
添
候
也

（二一）

中
収
第
一

六
、

五
八
六
号

大
正
七
年
十
二

月
十
二

日

中

郡

長
（
印
）

大
磯
町
長
殿

外
米
購
入
ノ

件

神
戸
市
栄
町
三
丁
目
内
外
貿
易
株
式
会
社
ニ

於
テ
外
米
〔
西
貢
米
二

等
神
戸
渡

シ

〕
百
斤
十
二

円
〔
神
戸
ヨ

リ
大
磯
迄
運
賃
約
一

袋
五
十
銭
位
ノ

見
込
〕
ニ

テ

売
約
可
致
旨
申
来
リ
候
処
右
ハ

千
袋
以
下
ノ

小
口
ハ

取
扱
ハ

サ
ル

由
ニ

付
便
宜

当
庁
ニ

於
テ
希
望
数
量
取
纒
メ

千
袋
以
上
ニ

ナ
ラ
バ

仲
介
可
致
候
ニ

付
希
望
ノ

向
ハ

至
急
申
出
ラ
ル

ヘ

ク
候

追
テ
百
斤
十
二

円
ノ

価
格
ハ

時
々

変
動
可
致
候
ニ

付
売
約
協
定
ノ

節
ハ

当
庁

ヨ

リ
一

応
希
望
町
村
ニ

協
議
決
定
可
致
候
ニ

付
念
為
メ
申
添
ヘ

候

（二二）

大
正
七
年
十
二

月
十
四
日
発
議

自
大
正
七
年
十
二

月
十
四
日

至
大
正
七
年
十
二

月
廿
五
日

参
日
間
米
穀
商
組
合
ニ

テ
第
弐
回
廉
売
分

外
国
白
米
計
算
表

一

　
購
入
高
五

拾
袋

　
米
穀
商
組
合
ニ

テ
購
入
分

此
石
数
参
弐
石
八
斗
七
升
五
合

壱
袋
平
均
廿
六
〆
三
百
匁

同

　
六
斗
五
升
七
合
五
夕

購
入
代
金
六
百
六
拾
八
円
五
拾
壱
銭
五
厘

運
賃
金
弐
拾
壱
円
八
拾
六
銭

合
計
金
六
百
九
拾
円
参
拾
七
銭
五
厘

一

　
廉
売
高
四
拾
六
袋
ト

四
斗
五
升
八
合
五
夕

参
〇
石
七
斗
参
合
五
夕
　
切
符
廉
売
ノ

分

一

　
同

参
袋
ト

一

斗
九
升
九
合
弐
石
壱
斗
七
升
壱
合
五
夕
中
郡
役
所

警
察
分
署
共
同
ノ

分

此
廉
売
金
額
参
百
九
拾
四
円
五
拾
銭

壱
升
拾
弐
銭
ツ
ヽ

ニ

テ
廉
売
ノ

分

©神奈川県立公文書館



此
補
給
額
弐
百
九
拾
五
円
八
拾
七
銭
五
厘

壱
升
九
銭
ツ
ヽ

ニ

テ
補
給
ノ

分

合
計
金
六
百
九
拾
円
参
拾
七
銭
五
厘

（二三）

大
正
七
年
十
二

月
廿
日

大

磯

町

役

場

各

区

長

殿

外
米
廉
売
券
交
付
方
ノ

件

別
紙
ノ

通
リ
外
米
二

日

分
ノ

廉
売
券
送
付
候
間
夫
々

本
人
ヘ

交
付
ノ

上
左
記
ノ

件
示
達
相
成
度
候

一

　
外
米
廉
売
券
二

日
分
交
付
候
ニ

付
十
二

月
廿
二

日
ヨ

リ
大
磯
町
米
穀
商
店

ニ

テ
購
入
ス

ル

コ

ト

一

　
廉
売
ハ

本
券
交
付
ト
同
時
ニ

打
切
リ
以
後
白
米
ノ

廉
売
ヲ

ナ
サ
ヽ

ル

ニ

付

注
意
可
有
之
候

一

　
十
一

月
一

日
ヨ

リ
十
日
迄
交
付
シ

タ
ル

廉
売
券
并
ニ

十
二

月
廿
二

日
ヨ

リ

廿
三
日
迄
交
付
シ

タ
ル

廉
売
券
モ

全
部
此
際
共
通
シ

テ
効
力
ヲ

有
ス

ル

モ

ノ

ニ

付
廉
売
券
所
持
ノ
モ

ノ
ハ

此
際
購
入
ス

ベ

キ
様
示
達
相
成
度
申
添
候
也

（
注
）
別
紙
欠
。

（二四）

大
正
七
年
十
二

月
廿
四
日
発
議

大
正
同
年
同
月
同
日

決
議

大
正
同
年
同
月
同
日
発
送

合
議（
印
）　
主
任（
印
）

廉
売
白
米
計
算
報
告
書

大
正
七
年
八
月
廿
七
日
ヨ

リ
同
年
十
二

月
廿
三
日
迄
ノ

間
ニ

於
テ
内
地
米
、

台

湾
米
、

外
国
米
ヲ

廉
売
シ

タ
ル

日
数
六
拾
八
日
間
ニ

シ

テ
其
ノ

購
入
石
数
及
廉

売
石
数
廉
売
金
額
并
ニ

補
給
金
額
ノ

総
計
表
左
ノ

如
シ

（
注
）

但
内
訳
表
ハ

別
紙
明
細
表
ノ

通
リ

一

　

購
入
総
石
数
六
百
五
拾
五
石
八
斗
壱
升
七
合
五
夕

購
入
総
価
格
壱
万
八
千
八
百
参
拾
九
円
拾
五
銭
四
厘

一

　

廉
売
総
石
数
六
百
五
拾
四
石
四
斗
七
升
六
合
五
夕

廉
売
総
価
格
壱
万
参
千
百
九
拾
円
十
八
銭
五
厘

補
給
総
額
　
五
千
六
百
四
拾
八
円
九
十
六
銭
四
厘

合
計
金
壱
万
八
千
八
百
参
拾
九
円
拾
四
銭
九
厘

備
考

一

　
廉
売
ヲ

受
ケ
タ
ル

総
戸
数
平
均
八
百
戸
ニ

シ

テ
一

戸
当
リ
八
斗
壱
升
八
合

九
夕
ツ
ヽ

ト
ナ
ル

一

　
補
給
金
額
ハ

平
均
一

戸
当
リ
七
円
六
銭
弐
毛
ツ
ヽ

ナ
リ
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